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令和６年 12 月２日に、現行の健康保険証（組合員証）の発行が終了し、マイナ保険証を基本とした制度に移行し

ました。なお、現行の組合員証や被扶養者証は最長で令和７年 12 月１日まで（有効期限の記載がある場合はその日

まで）使用可能です。 

 

 

登録にあたっては、以下の手順が必要となります。 

①マイナンバーカードの申請をする（オンライン・郵送・まちなかの証明写真機） 

②お住まいの市区町村から交付通知書（はがき）が届いたら、マイナンバーカードを受け取りに行く 

③マイナンバーカードを健康保険証として登録する（マイナポータル、医療機関・薬局の受付、セブン銀行 ATM） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「資格情報のお知らせ」は、令和６年 10月送付しています。 

※ 「資格情報のお知らせ」をお持ちでない方で、令和６年 11月 29日までに資格取得した組合員・被扶養者には、

順次発送しています。 

※ 令和６年 11月 30日以降資格取得した組合員・被扶養者には、資格取得情報が登録完了次第、随時発送します。 

 

 

 

 

共済組合の貸付けは、毎月 20日（県の休日の場合は翌平日）必着の締切で、翌月の 22日（休日の場合は翌平日）

送金となっていますが、１月～３月の入学に係る教育貸付けのみ、送金月の１日（県の休日の場合は翌平日）が締切

です。 

・ 令和７年１月 22日（水）送金の場合・・・締切は令和７年１月６日（月）必着 

・ 令和７年２月 25日（火）送金の場合・・・締切は令和７年２月３日（月）必着 

・ 令和７年３月 24日（月）送金の場合・・・締切は令和７年３月３日（月）必着 

 

 

 

 

健康保険証はマイナ保険証へ移行しました！

はい はい 

短期給付係     

（082）513-4957 

マイナ保険証の 

利用登録をしている 

医療機関等がマイナ保

険証に対応している 

「マイナ保険証」を 

利用できます 

 

 

 

を使用します。 

「資格確認書」※を使用します 

医療機関等の窓口で「資格確認書」

を提示してください。 

いいえ いいえ 

＋ 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには 

 

医療機関等で保険診療を受ける際の手続き 

１月～３月の入学に係る教育貸付けの申込み締切の特例 

経理貸付係     

（082）513-4955 

 

対象になるのは入学費用に係る教育貸付けのみ。 

義務教育学校も教育貸付けの対象になったので、ぜひ御利用ください！ 


